
法
顯
傳
に
於
け
る
二
三
の
記
察
に
就
い
て

第
十
八
悠
　
纂
一
二
　
　
一
五
訟

法
三
三
に
於
け
る
二
三
の
記
事
に
就
い
て

足

利

享

氏

　
嚢
に
史
林
に
於
い
て
法
二
三
〃
絨
の
事
を
述
べ
て
、
そ
の
師
子
島

か
ら
耶
馬
提
（
く
零
盆
く
ξ
斜
・
介
の
瓜
嘘
）
を
経
て
支
那
へ
騨
る
途

中
、
南
洋
で
大
風
波
に
遭
っ
て
岡
船
の
商
入
か
ら
は
沙
門
と
同
船

せ
し
故
に
こ
の
災
厄
を
得
た
り
と
云
ひ
、
法
顯
三
四
か
海
中
に
役

入
さ
れ
ん
と
せ
し
事
を
蓮
べ
た
。
こ
の
事
の
み
な
ら
す
、
法
顯
の

佛
尊
命
（
帥
ち
法
顯
鰹
）
の
中
に
は
宗
教
墨
王
地
理
墨
上
は
勿
論
、

當
時
東
洋
に
於
け
る
政
治
通
簡
の
上
に
於
い
て
甚
だ
貴
璽
な
史
料

が
多
い
と
思
ふ
Q
從
っ
て
西
洋
の
墨
者
の
中
で
も
「
ア
ベ
ル
・
レ

ミ
ュ
ヅ
」
を
始
め
と
し
｛
、
ク
ラ
プ
ロ
…
か
」
、
「
ラ
ー
ン
ド
レ
ス
」
、
｝
、
サ

ミ
ュ
…
ル
・
．
顎
～
・
ル
し
等
温
向
州
レ
ッ
グ
し
に
至
る
桝
拙
、
　
肺
）
れ
に
鳳
螺
す

る
醗
隷
考
謹
少
く
な
い
が
、
そ
の
中
二
三
甚
だ
吾
入
の
意
に
満
た

ぬ
も
の
が
あ
る
。
後
學
の
自
分
に
と
っ
て
は
甚
だ
凝
霜
の
嫌
ひ
が

あ
る
が
、
如
何
に
考
へ
て
も
先
進
の
識
者
が
洋
の
來
西
を
論
ぜ
す
、

學
姉
上
貴
電
な
る
材
料
を
看
過
し
、
叉
は
讃
解
し
て
み
る
鼎
が
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軸
　
　
　
、

く
な
い
と
患
ふ
。
こ
の
黙
に
就
い
て
自
己
の
所
見
を
述
べ
て
大
方

の
叱
正
を
仰
ぎ
た
い
と
患
ふ
。

　
　
　
　
ち
タ

　
　
　
、
一

　
　
　
　
　
く

　
法
顯
が
迦
摩
羅
衛
國
に
赴
き
，
繹
迦
佛
降
誕
の
袈
地
「
ル
ン
ビ

ニ
！
」
〔
論
民
〕
（
b
豪
き
汐
ご
に
行
饗
し
た
記
事
に
左
の
一
節
が

あ
る
。

　
｛
，
城
東
胤
十
箆
有
王
園
、
園
名
論
民
。
夫
人
入
池
。
洗
髪
禺
池
。

　
北
岸
ニ
ナ
歩
。
繋
芋
禦
樹
枝
。
束
向
生
太
チ
。
…
…
…
凡
諸
佛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
の
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

　
七
四
虚
常
定
。
一
者
威
道
慮
。
二
審
韓
法
輪
慮
。
三
者
説
法
論

　
O
Q
　
Q
　
Q
　
O
　
　
　
　
　
　
O
　
O
　
O
　
◎
　
◎
　
O
O
　
O
　
O
　
O
O

　
議
伏
外
道
慮
、
、
鰻
考
丁
壮
利
天
駕
母
説
法
來
下
樋
。
鯨
者
粥
随

　
階
示
現
焉
。
迦
維
急
心
國
大
愚
荒
。
入
民
話
疎
。
道
路
怖
畏
。

　
臼
象
潟
子
。
不
可
妄
行
。

（1澱）



一
、
成
道
慮
と
は
伽
駆
で
菩
提
樹
の
下
で
佛
は
成
道
せ
ら
れ
た
か

ら
、
量
地
を
「
ガ
ヤ
ー
」
と
忍
ば
す
し
て
軍
に
σ
8
烹
と
云
ひ
、

叉
鈴
ヨ
σ
。
島
三
叉
は
ゆ
導
藍
ヨ
σ
○
α
気
と
云
ふ
。
受
認
の
徽
章

と
し
て
は
、
菩
提
…
樹
、
麟
ち
遽
樹
の
枝
を
用
ふ
る
。
現
に
我
が

京
都
帝
國
大
學
文
學
部
の
陳
列
館
所
藏
の
蝕
像
の
中
に
二
＋
有

畜
年
前
，
伽
耶
か
ら
將
奏
し
た
佛
像
が
あ
る
。
其
の
像
の
上
に

菩
提
樹
枝
が
蔵
せ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
は
、
護
者
の
已
に
知
悉
す

る
所
で
あ
る
。

二
，
樽
法
輪
虚
と
は
、
今
の
「
ベ
ナ
レ
ス
」
の
郊
外
㎝
、
サ
ー
ル
ナ
ー

　
ト
ハ
凱
鹿
野
苑
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ヨ
お
鋤
ム
①
毒
と
云

　
は
す
、
叉
（
短
3
σ
q
碁
盤
9
簿
と
云
は
す
，
躍
に
∩
勢
轟
弓
厘
9
く
㌶
仲
§
国
と

　
云
ふ
。
撃
ち
，
法
輪
を
話
す
る
慮
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
。
黒
土

　
か
ら
獲
著
せ
ら
る
Σ
想
像
は
皆
総
意
（
o
巴
負
①
）
の
徽
章
を
刻
し

　
て
あ
る
こ
と
は
、
我
が
文
學
部
の
陳
剣
館
を
一
見
し
た
人
々
に

　
は
明
白
で
あ
る
。

三
，
設
法
論
議
伏
外
道
慮
と
は
、
金
衛
闘
の
こ
と
で
、
佛
が
大
神

　
饗
を
現
は
し
て
法
力
に
よ
り
て
六
派
外
道
を
調
伏
し
た
所
で
あ

る
か
ら
、
詩
篇
と
は
云
は
す
し
て
、
℃
簗
冨
量
紳
憂
と
云
う

　
　
　
　
法
顯
傳
に
於
け
る
二
三
の
認
事
に
就
い
て

　
て
尽
る
σ
此
土
畿
搬
の
佛
像
は
こ
れ
を
以
て
徽
章
と
し
て
あ
る
⑨

四
、
上
籾
利
天
爲
愚
読
法
來
下
慮
と
は
、
櫓
迦
施
（
O
Q
餌
翫
｝
野
心
“
｝
・
曽
）

　
で
あ
っ
て
、
佛
は
三
十
三
天
の
上
に
上
り
、
三
ヶ
月
間
磨
耶
夫

　
入
の
爲
に
読
法
し
、
終
っ
て
、
梵
天
帝
繹
を
從
へ
て
天
上
か
ら

　
此
段
に
下
ら
れ
た
所
で
あ
っ
た
か
ら
、
此
地
を
焦
9
響
艶
創
難
（
天

　
梯
）
と
云
ふ
。
此
地
の
徽
章
と
し
て
は
、
佛
の
左
右
に
梵
天
帝

　
繹
が
白
綾
と
實
蓋
と
を
と
り
て
侍
立
し
て
蘇
る
の
を
用
ふ
る
。

以
上
述
べ
た
所
を
湊
合
す
る
と
、
諸
佛
癒
機
化
現
の
痔
虚
は
、
必

ず
し
も
一
定
し
な
い
が
、
た
望
以
土
の
四
温
師
ち
、

　
一
、
酒
毒
、
二
、
法
輪
，
三
、
紳
痩
，
四
、
天
梯

だ
け
は
，
一
定
し
て
居
る
と
云
ふ
は
、
無
骨
が
繹
迦
佛
降
誕
の
聖

地
の
條
下
に
蓮
べ
て
居
る
儒
仰
で
あ
る
。
し
か
し
、
此
の
信
仰
は

「
パ
…
り
」
文
、
浬
葉
巻
な
ど
に
現
は
れ
て
贋
る
信
仰
と
は
、
大
い

に
祁
違
が
あ
る
。
淫
葉
纒
で
は
、
佛
の
降
誕
の
地
、
成
道
の
地
、

韓
法
輪
の
地
．
入
浬
榮
の
地
（
囹
讐
鼠
委
碧
讐
昌
）
が
…
番
大
事
な
所

に
な
っ
て
鷹
る
。
叉
，
通
例
、
八
大
無
塔
と
云
っ
て
、
融
饗
と
天

梯
と
は
瀦
は
つ
て
み
な
い
。
法
顯
の
佛
國
記
と
「
バ
ー
り
」
語
の
浬

藥
縄
と
に
響
け
て
屠
る
六
慮
の
外
に
、
繹
迦
佛
が
王
舎
城
に
於
て

　
　
　
　
　
　
第
十
八
総
　
第
｝
號
　
　
一
五
三

（153）



　
　
　
　
法
顯
韓
に
於
け
ろ
一
一
三
の
凶
事
に
就
い
て

醇
象
を
調
伏
せ
ら
れ
た
灰
、
粥
含
離
城
外
に
嘗
て
、
衰
分
の
「
壽
命

の
隈
量
」
（
身
蕊
℃
蒙
鼠
霧
旨
回
）
を
定
め
ら
れ
た
所
と
の
二
慮
が
癩

っ
て
」
居
る
。
こ
れ
で
八
大
難
場
と
な
る
謬
で
あ
る
が
、
之
が
必
ず

し
も
佛
含
利
分
配
の
ま
地
と
は
一
致
し
て
居
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
黙
か
ら
見
て
も
佛
の
在
世
の
事
蹟
と
、
佛
教
の
霊
場
と
は
一
致

せ
ぬ
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
所
謂
宗
教
上
の
町
場
と
云
ふ
も
の

は
、
侮
れ
の
場
合
で
も
、
地
理
上
、
政
治
上
，
通
商
上
、
毅
會
の

二
化
か
ら
憂
更
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
攣
更
せ
ら
れ
て
か
ら
種
々
の

理
由
が
施
設
せ
ら
れ
て
、
之
が
恰
も
歴
史
上
の
事
實
で
あ
る
か
の

様
に
潤
色
せ
ら
る
Σ
課
で
あ
る
。
知
何
に
難
地
で
あ
っ
て
も
、
大

裏
荒
人
民
希
疎
，
道
路
怖
畏
、
臼
歯
獅
子
が
あ
っ
て
は
、
迦
維
羅

撫
磐
城
へ
は
行
く
こ
と
。
か
由
韻
し
來
ぬ
で
は
な
い
か
、
如
へ
何
に
佛
一
壷
一
利
。
か

存
在
し
て
屠
っ
て
も
、
藍
莫
（
羅
B
㌣
㎎
、
魁
諺
ρ
）
の
一
小
邑
で
は

曲
筆
幽
來
ぬ
で
は
な
い
か
、
華
人
は
法
顯
の
記
事
を
讃
み
て
、
古

代
印
度
【
於
け
る
佛
教
の
簸
地
が
霊
化
す
る
こ
と
を
魏
て
、
熟
々

醤
本
の
佛
教
史
の
研
究
に
想
到
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
に

羨
に
，
法
顯
が
壁
塗
陀
闘
の
巴
連
要
塞
、
強
ち
梵
語
な
ら
ば

　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巷
第
一
號
　

一
五
四
．

℃
黛
帥
ξ
琴
斧
槻
尋
奉
に
行
っ
た
時
に
、
一
大
乗
婆
羅
門
子
に
會
う

て
居
る
。
今
そ
の
簿
を
全
部
畢
け
お
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　

　
　
「
、
有
唱
大
乗
婆
羅
門
子
童
女
汰
露
量
。
五
爵
城
裏
。
爽
悟
多
智
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
リ
　
ヘ
ヘ
　
へ

　
事
無
主
達
。
血
清
浮
自
居
。
國
王
宗
敬
師
事
。
若
庭
藤
訊
不
敢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
め
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
並
坐
。
王
設
熱
愛
二
心
執
手
。
執
手
己
婆
羅
門
頼
自
画
洗
。
年

　
可
五
十
飴
。
禦
國
露
営
。
頼
此
一
人
弘
宣
佛
法
。
外
道
不
能
得

　
加
陵
衆
僧
。
」

　
文
中
、
宋
元
明
の
一
切
纒
に
は
「
羅
汰
私
迷
」
の
「
私
」
と
「
迷
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
む
む
　
　

の
間
に
「
婆
」
字
を
挿
入
し
て
「
羅
慢
勝
婆
迷
」
と
書
し
「
サ
ミ
ュ
ー

　
ル
・
ビ
…
ル
」
も
亦
是
を
探
用
し
て
み
る
。
然
る
に
鼠
本
で
出
來

・
た
一
切
経
の
中
に
は
「
婆
」
宇
を
入
れ
て
居
ら
ぬ
。
是
は
甚
だ
暑
人

の
遺
憾
と
す
る
所
で
あ
る
。
薦
も
梵
文
畢
を
修
め
た
者
に
は
署
入

と
そ
の
感
を
岡
じ
く
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
G

　
播
ぐ
る
所
の
一
命
は
、
國
王
と
娑
羅
門
と
の
冠
婚
を
最
も
明
白

に
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
て
，
婆
羅
褐
は
溝
貴
の
家
の
溢
出
で
あ

る
が
、
七
輪
は
必
ず
し
も
清
貴
の
家
の
出
脅
で
は
な
い
。
若
し
愛

敬
の
心
を
持
っ
て
手
を
執
っ
た
ら
、
手
を
執
ら
れ
た
方
の
婆
羅
門

に
は
一
種
の
濁
磯
の
感
を
得
、
そ
の
手
を
洗
ふ
と
云
ふ
の
で
あ
、

（三鍼つ



る
。
法
顯
は
西
麿
紀
元
三
百
九
十
九
年
、
廓
ち
東
蕎
の
安
帝
の
隆

安
三
年
に
支
那
を
遊
て
慧
景
・
道
整
。
慧
鷹
・
錦
鯉
等
と
干
闘
を
経

て
、
邸
ち
所
謂
孔
道
の
興
趣
を
通
っ
て
騒
賓
國
に
細
っ
た
。
途
中

六
年
を
瀕
し
て
印
度
に
趣
き
，
印
度
を
遍
歴
す
る
こ
と
六
年
、
夏

に
三
ヶ
年
の
後
、
西
謄
紀
元
四
百
十
六
年
師
ち
安
主
義
禦
ナ
ニ
年

支
那
に
蹄
つ
た
。
鞭
ち
西
暦
第
五
世
紀
の
初
葉
に
は
北
方
印
度
の

心
様
輝
輝
と
は
娘
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
こ
の
一
節
で
推
知

し
得
ら
れ
る
。

　
こ
・
に
所
謂
治
験
と
は
何
人
で
あ
っ
た
か
。
若
し
笈
多
王
朝
の

紀
尤
を
西
暦
紀
元
後
三
百
十
九
年
叉
は
二
百
二
十
年
と
す
れ
ば
法

顯
の
時
代
は
當
臨
　
、
パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
」
と
「
サ
…
ケ
ー
タ
ー
」

（的

�
@
莚
）
と
の
爾
都
に
君
臨
し
て
厨
つ
た
王
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ

タ
ニ
世
　
（
O
露
臼
上
盤
℃
鼠
）
　
の
縛
代
に
遮
る
わ
け
で
、
超
B
王

（
く
噛
戸
戸
簿
一
ご
創
」
剛
け
く
碧
）
の
鼠
壁
を
持
っ
て
贋
た
英
明
の
國
王
で
あ
る
。

そ
の
國
王
が
こ
の
徽
號
か
ら
推
し
て
も
支
那
で
武
帝
と
す
る
奪
號

に
柑
毒
す
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
必
ず
や
外
は
外
敵
の
侵
入
を
防

ぎ
、
酋
は
少
く
と
も
北
方
印
度
に
　
拳
…
雫
を
致
さ
し
め
て
里
民
の
畏

敬
を
得
た
帝
王
に
建
ひ
な
い
。
當
膝
は
北
方
印
度
は
泰
李
の
晴
代

　
　
　
　
怯
顯
傳
に
於
け
る
二
三
の
認
事
に
就
い
て

で
あ
っ
た
。
現
に
佛
圃
記
に
は

　
｝
、
中
國
寒
暑
調
和
無
霜
雪
。
入
民
般
樂
無
戸
籍
官
法
。
唯
三
王

　
地
者
乃
輪
地
利
。
欲
雌
馬
去
欲
佐
便
住
。
王
治
不
用
刑
斬
。
有

　
羅
者
但
罰
其
銭
。
随
事
輕
重
。
錐
復
謀
爲
悪
蓮
。
不
過
重
右
予

　
而
已
。
三
之
侍
衛
左
右
子
供
緑
。
暴
圃
人
民
悉
不
殺
慮
、
不
仁

　
酒
。
不
食
葱
蒜
。
唯
除
旋
茶
羅
。
廃
虚
羅
爲
悪
人
。
輿
人
溺

　
居
。
若
入
城
市
鋤
柚
木
以
自
今
。
早
早
識
爾
避
之
不
相
核
…
揆
。

　
國
中
不
養
猪
鶏
不
費
生
口
。
市
無
屠
店
及
沽
澗
者
。
賃
易
準
用

　
具
歯
。
起
工
茶
羅
漁
猟
輝
賞
肉
耳
。
自
励
般
泥
恒
後
。
請
口
王

　
　
　
り

　
長
春
居
士
爲
衆
僧
超
精
舎
。
供
給
田
黒
毛
躍
罠
戸
午
犠
鐵
墨
書

　
録
。
後
事
王
相
傳
無
敢
東
上
至
今
昏
絶
。
L

　
こ
れ
を
以
て
見
て
も
如
何
に
印
度
が
よ
く
治
っ
て
居
た
か
が
解

る
。
と
に
か
く
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
警
世
で
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
一
大
英
明
の
艦
韮
が
羅
馬
北
方
印
度
に
君
臨
し
て
屡
た
か
が

解
る
ゆ
が
醐
時
に
、
當
時
胤
會
に
於
て
階
級
（
8
の
8
）
の
調
度
が
倣

然
と
し
て
存
在
し
て
房
つ
た
事
も
解
る
。
か
為
る
英
明
の
君
朝
で

も
清
貴
の
購
に
於
て
は
婆
羅
門
に
は
及
ば
な
い
。

　
さ
て
こ
の
大
業
婆
羅
門
の
名
字
は
「
羅
汰
私
翠
玉
」
と
云
ふ
が
、

　
　
　
　
　
　
第
十
八
巷
　
策
一
二
　
　
　
∵
五
五
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法
直
江
に
於
け
る
二
三
の
雛
事
に
就
い
て

隔、

激
~
鮎
ザ
」
は
こ
れ
を
「
い
○
日
読
剛
欝
償
聖
廟
ご
と
一
音
興
し
、

弼
ら
の
説
明
を
附
し
て
屡
な
い
。
　
、
レ
ッ
グ
ε
ほ
「
サ
ミ
．
｛
；
ル
・
ビ

ー
ル
」
に
從
っ
て
「
男
潮
篇
｝
類
ψ
愚
B
ご
叉
は
「
ヵ
劃
島
緋
鍵
三
」
と
に

還
黒
し
て
居
る
。

　
「
私
婆
迷
」
と
は
梵
語
な
ら
ば
「
。
Q
義
鼠
」
（
主
の
意
味
）
俗
語
な
ら

ば
霧
響
鼠
」
と
云
・
識
事
に
は
何
ら
異
論
は
な
い
。
然
し
、
そ
の
前

節
の
「
男
翌
ぎ
」
は
、
寄
一
｝
竺
（
直
黒
の
意
味
）
を
な
す
が
、
｛
，
男
鷺
蘇
」

の
最
後
の
「
と
の
短
く
し
た
形
「
智
象
巴
は
人
名
の
一
部
と
し

て
そ
の
例
を
見
な
い
。
強
ひ
て
課
す
れ
ば
意
味
を
な
さ
ざ
る
に
弗

ざ
る
も
，
「
知
魁
籔
」
　
の
方
が
人
名
の
一
部
と
し
て
は
普
通
で
あ

っ
て
、
「
ラ
；
ド
ハ
…
の
夫
」
と
云
ふ
意
味
に
な
る
。
例
へ
ば

［5

e
豊
｝
乾
細
謹
避
「
斎
爵
善
書
ε
「
詩
会
留
無
想
等
の
や
う
な
も
の
で

即
ち
憎
，
ク
サ
シ
訊
ナ
」
叉
は
「
事
シ
ュ
ヌ
」
紳
の
異
名
で
あ
る
。
然
し

問
題
と
す
る
慮
は
支
那
音
に
は
「
舞
6
篇
の
鷺
が
な
い
か
ら
、
「
羅

汰
」
を
何
故
に
「
拶
翠
｝
麺
し
又
は
「
男
乙
川
姦
」
と
蓮
慨
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
か
で
あ
る
◎
又
「
ジ
ャ
イ
ル
ス
」
氏
は
之
を
「
菊
鉱
6
欝
」
と

蓬
元
し
て
居
る
。
さ
う
す
る
と
「
ジ
ャ
イ
ル
ス
」
氏
は
「
羅
汰
私
婆

迷
」
を
「
，
羅
婆
汰
私
迷
し
と
見
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
第
訟
レ
入
穿
　
　
餓
謝
…
號
　
　
　
｝
五
六

　
即
ち
「
婆
」
字
が
「
羅
汰
」
の
二
字
を
隔
て
・
第
二
番
手
に
あ
り

「
汰
」
字
を
第
三
番
躇
に
し
て
「
羅
雄
蕊
私
迷
し
と
、
か
う
見
た
の
で

あ
ら
う
。
是
は
随
分
無
理
な
讃
方
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
幻
嬰
黛
節
」

な
ら
ば
婆
羅
門
と
し
て
も
よ
く
あ
る
名
前
で
あ
っ
て
意
味
が
あ

る
。
「
図
①
＜
簗
勢
」
の
子
孫
領
隷
伐
多
（
離
礁
多
）
線
者
で
あ
の
、
伽
耶

地
方
に
も
「
ヵ
薗
凶
継
走
」
と
云
ふ
名
を
持
っ
て
る
る
土
地
が
あ
る
。

叉
星
宿
（
室
）
の
名
鹸
に
も
あ
る
。
舎
利
弗
の
外
伯
父
、
佛
典
に
云

ふ
長
瓜
梵
志
の
名
前
で
も
あ
る
。
こ
の
黙
に
於
て
は
如
何
に
も
「
ジ

ャ
イ
ル
ス
」
氏
の
還
元
は
巧
妙
で
は
あ
る
が
、
如
遭
せ
ん
、
墨
入

の
兇
た
佛
國
記
は
梅
れ
も
「
駆
動
私
婆
迷
」
叉
墜
，
羅
汰
私
迷
」
と
あ

っ
て
「
ジ
津
イ
ル
ス
」
氏
の
見
た
や
う
に
羅
婆
船
主
迷
と
は
な
い
か

ら
、
こ
の
逡
元
に
は
遽
憾
乍
ら
属
意
を
表
し
象
ね
る
。
矢
張
「
羅

汰
私
婆
迷
」
と
し
て
こ
の
名
を
解
灘
し
て
見
た
い
と
思
ふ
。

　
さ
て
、
こ
の
「
汰
偏
の
掌
を
「
レ
ッ
グ
」
の
意
見
の
如
く
、
「
〔
笛
稗
」

と
還
元
負
る
外
、
或
は
ρ
ぎ
」
と
観
る
か
或
は
…
、
婁
」
と
逡
元
す
る

か
、
三
つ
で
あ
る
、
三
者
選
ん
で
そ
の
一
に
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
（
イ
）
　
男
豊
裁
φ
響
賄

　
　
（
ロ
）
　
男
爵
声
あ
繕
事
剛

（　zzg3　）



阜

　
　
（
ハ
）
　
菊
鐸
簿
あ
ぐ
飼
讐
一

　
（
イ
）
「
観
爵
超
の
主
人
と
云
ふ
放
に
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
（
＜
撹
琶
）

の
鵜
の
訳
筆
た
る
ク
リ
シ
ュ
ナ
（
捧
噸
鋸
）
の
異
名
と
見
ら
れ
る
。

　
（
ロ
）
「
菊
国
巡
」
と
す
れ
ば
こ
の
語
の
意
味
は
軍
車
と
云
ふ
の
で

あ
る
か
ら
，
刹
帝
利
の
名
宇
の
語
尾
と
し
て
は
適
當
で
あ
る
が
、
婆

羅
門
の
名
字
の
宋
尾
と
し
て
は
点
り
そ
の
例
を
見
な
い
。
然
し
墨

壷
で
は
な
か
ら
う
。
但
し
こ
の
揚
合
に
は
「
Q
Q
翁
ω
縫
囲
」
叉
は
「
ω
画
ヨ
ご

は
豊
穣
で
あ
っ
て
、
名
字
の
一
部
分
で
は
な
い
。
「
糞
ぎ
　
の
語
の

蘭
に
如
何
な
る
語
が
來
て
あ
っ
た
か
不
分
明
で
あ
る
が
、
若
し
他

に
誤
写
と
な
る
材
料
で
「
H
惹
轟
ω
」
が
前
節
で
あ
る
こ
と
が
謹
明
さ

れ
た
ら
「
ヨ
碧
羅
＋
冨
答
卑
」
即
ち
毛
「
影
踏
6
蒙
審
」
（
如
意
）
と
な

り
、
鍵
親
菩
薩
（
～
「
鋤
ω
煽
σ
9
昌
鳥
7
灯
）
の
先
生
、
摩
艶
羅
他
（
課
心
願

一
蓋
藪
契
淑
徳
）
の
館
岩
と
同
…
の
名
字
と
な
る
次
第
で
、
若

し
罰
名
異
入
と
す
れ
ば
論
に
な
ら
ぬ
が
、
こ
れ
が
世
親
菩
薩
の
師

の
志
野
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
昔
か
ら
の
議
論
の
あ
る
世
親
菩
薩

の
年
代
も
自
ら
判
明
す
る
課
で
あ
る
。

（
ハ
）
　
「
知
解
帥
」
（
興
へ
ら
れ
た
る
）
と
す
れ
ば
婆
羅
門
に
も
刹
帝
利

に
も
乃
至
吠
倉
の
名
號
の
末
尾
と
し
て
適
當
で
あ
る
か
ら
、
自
分

　
　
　
　
法
門
傳
に
於
け
る
二
三
の
実
事
に
就
い
て

の
考
と
し
て
は
、
支
那
青
か
ら
見
て
、
當
酵
の
威
名
の
例
か
ら
推

し
て
、
「
下
呂
私
讐
忘
し
と
云
ふ
語
は
㎝
、
刃
鍵
鋤
虫
・
習
縞
」
の
音
課
な

り
と
思
ふ
。
而
し
て
「
q
。
〈
瑚
8
ご
は
奪
稔
で
あ
っ
て
名
字
の
一
部
ら

で
は
な
い
。
舅
黙
認
は
名
字
の
一
部
分
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
前
僚

は
不
分
明
で
あ
る
。
例
へ
ば
「
く
旨
塾
辱
璽
瑚
邸
」
（
寅
歳
生
れ
）

「
画
質
ρ
壷
鐸
P
ス
嚢
樹
の
下
に
生
れ
た
る
ご
、
膨
め
？
嬉
・
・
」
（
耶
禽
の

子
）
蓉
①
〈
零
籔
と
（
天
授
）
「
節
葺
習
鍵
鍵
9
」
（
倶
摩
羅
天
叉
は
童

子
天
に
よ
り
て
奥
へ
ら
れ
た
る
）
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
「
羅
汰
私

婆
迷
」
と
云
ふ
婆
羅
門
は
摩
聖
霊
他
を
指
し
た
か
否
か
は
別
と
し

て
叉
「
簸
巴
は
名
字
の
一
部
で
あ
っ
て
、
何
人
で
あ
っ
た
か
判
明

せ
ぬ
が
、
是
が
當
隙
に
王
か
ら
露
常
な
愈
崇
を
受
け
て
居
た
こ
と

は
法
事
の
徳
で
も
明
白
で
あ
る
。

　
是
に
就
い
て
思
畠
さ
れ
る
の
は
、
法
難
と
綴
じ
く
，
入
竺
の
沙

門
繹
智
猛
の
嫁
で
あ
・
る
。
智
猛
は
梁
高
僧
傳
巻
三
に
出
て
房
る

。
ド
か
、
後
瀬
の
…
弘
〃
始
六
年
（
西
暦
紀
四
百
○
㎜
聞
年
）
、
師
ち
東
蕎
一
安
帝

元
興
『
年
に
支
那
を
出
て
、
劉
宋
の
文
帝
元
嘉
十
四
年
（
西
暦
紀

元
四
百
三
＋
七
年
）
に
蜀
地
に
餓
っ
て
來
て
漁
る
。
そ
の
憾
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　

　
「
面
争
華
氏
國
阿
育
王
望
都
。
有
大
智
婆
羅
門
。
名
羅
閥
宗
。

　
　
　
　
　
　
第
十
八
総
第
一
號
　

一
五
毒
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法
顯
徳
に
於
け
る
二
三
の
記
事
に
蕊
い
て

　
集
族
弘
怯
。
王
事
六
番
。
造
純
銀
塔
高
三
丈
。
風
見
猛
至
。
乃
問

　
亭
主
有
大
乗
墨
不
。
猛
答
悉
大
乗
墨
。
羅
闘
驚
歎
口
。
希
有
希

　
　
吻

　
有
。
將
非
菩
薩
彼
化
耶
っ
猛
於
其
家
大
虚
潭
梵
本
一
部
◎
叉
得

　
僧
紙
律
一
部
。
及
鯨
経
謡
本
。
誓
願
流
麺
。
於
是
便
反
。
墨
斑

　
子
守
襲
天
竺
L

　
「
甲
子
男
」
と
は
西
暦
四
百
二
十
四
年
で
あ
る
。
こ
の
羅
闘
宗
と

は
何
で
あ
る
か
。

・
「
レ
ッ
グ
」
は
是
を
支
那
語
の
ま
き
膏
無
し
て
，
放
齢
し
て
居
る
。

し
か
し
，
こ
れ
も
最
初
の
時
圏
は
寄
軍
に
蓮
ひ
な
い
。
廓
ち
王

の
謂
で
あ
る
。
現
に
岡
階
代
羅
什
の
老
身
法
華
雪
嵐
に
於
い
て
，

菊
＆
姦
笹
餌
（
穿
話
城
）
の
音
課
に
羅
隅
紙
と
し
て
居
る
。
故
に
羅
閾

紙
は
鐸
謬
例
ξ
叉
は
肉
藷
置
に
違
ひ
な
い
故
に
、
こ
の
人
名
の

前
節
は
明
か
に
男
滋
ギ
に
計
る
。
次
に
「
宗
」
乏
は
昔
課
で
あ
る

か
、
は
た
嚢
課
で
あ
る
か
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
宗
」
の
字
を
昔
繹

．
に
使
用
し
て
み
る
例
は
駈
り
な
い
。
細
く
新
し
い
祈
で
は
西
藏
の

　
　
　
　
　
　
ッ
オ
ン
ク
ハ
パ

黄
衣
派
の
開
組
宗
喀
ヒ
の
「
宗
」
の
字
は
如
何
に
も
さ
う
で
あ
る

が
、
器
量
に
於
い
て
こ
の
字
を
使
っ
た
例
は
少
な
い
。
あ
る
に
し

て
も
，
「
レ
ッ
グ
」
の
云
ふ
如
く
「
宗
」
の
音
課
で
は
意
味
を
な
さ

　
　
　
　
　
　
第
十
入
巻
，
ゴ
第
一
號
　
　
｝
五
入

ぬ
。
自
分
は
是
を
義
繹
と
見
る
の
で
あ
る
。
義
羅
と
見
れ
ば
蘭
簾

が
縛
犀
乏
云
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
婆
羅
門
で
王
と
云
ふ
名
を
前

節
に
つ
け
て
居
る
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
。
そ
れ
故
に
こ
の
語
は
何
か

朝
廷
に
於
け
る
官
職
を
云
っ
て
懸
る
に
相
愚
な
い
。
さ
う
す
る

と
、
「
宗
」
の
字
は
崇
ぶ
と
か
叉
は
敬
ふ
と
か
云
ふ
意
味
で
あ
る
。

現
に
法
顯
の
凸
羅
汰
私
婆
迷
」
の
事
を
書
い
て
あ
る
中
に
「
國
王
宗

敬
師
事
」
と
あ
り
、
又
智
猛
の
傳
に
も
，
「
斑
・
族
弘
法
、
王
所
欽
重
」

と
あ
る
。
婆
羅
門
の
幣
び
た
官
職
で
あ
っ
て
寄
寧
と
云
ふ
語
を

前
立
に
持
っ
て
居
る
以
上
、
薦
も
「
宗
」
の
字
が
崇
ぶ
意
味
な
ら
ば
、

誹
認
β
羅
㈱
ち
王
者
が
師
事
し
て
禦
敬
す
・
る
所
の
婆
羅
門
に
建
ひ

な
い
。
邸
ち
、
カ
ー
ウ
テ
ィ
ル
ヤ
（
溶
蓬
栄
冨
）
の
「
ア
ル
ト
ハ
シ
ャ

ー
ス
ト
ラ
」
（
≧
け
ぎ
3
。
・
器
）
等
に
幽
て
る
る
暫
く
、
王
師
は
國
王

に
偉
し
て
は
象
使
ひ
（
》
｛
P
プ
画
桝
6
画
伴
壇
簿
）
の
象
に
於
け
る
が
如
く
、

略
画
冨
σ
q
母
彊
は
王
者
を
指
導
し
て
國
政
を
慮
難
せ
し
む
る
役
目
を
持

っ
て
る
る
、
こ
れ
で
こ
そ
前
述
の
如
く
、
國
王
が
如
何
に
英
明
の

譜
斑
で
あ
っ
て
も
，
宗
敬
師
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
，

　
法
意
の
傳
の
中
か
ら
「
，
脚
維
汰
私
法
迷
」
は
二
障
キ
も
。
♂
、
濯
物
暑
課
で

あ
り
、
智
猛
の
傳
記
に
所
謂
羅
閥
宗
は
寄
す
G
q
焉
篇
の
事
を
云
つ

（158）



で
居
る
と
す
れ
ば
、
藪
に
問
題
と
す
る
庭
は
二
つ
の
名
構
が
尉
一

入
を
指
し
て
居
る
か
否
か
で
あ
る
。
法
顯
が
印
度
を
去
っ
た
の
は
、

約
脚
韻
紀
元
四
鶏
群
一
年
、
智
猛
か
印
度
を
去
っ
た
の
は
甲
子
歳
、

帥
ち
西
暦
紀
元
四
百
二
十
四
年
で
あ
る
か
ら
，
そ
の
聞
約
十
四
年

程
の
開
き
が
あ
る
。
法
顯
の
傅
の
研
謂
「
羅
汰
私
婆
迷
」
は
「
年
嵩

五
十
絵
」
だ
か
ら
、
禾
だ
生
き
て
居
れ
ば
房
ら
れ
る
隠
代
で
、
而

も
智
猛
が
颪
會
し
た
の
は
六
十
五
歳
，
多
摩
冒
讐
民
二
と
し
て
、
師
ち

王
者
の
師
父
と
し
て
，
奪
敬
を
得
て
み
る
に
は
適
當
な
時
代
で
あ
．

る
。
邸
ち
満
つ
ど
う
し
て
も
醐
一
人
で
あ
．
つ
た
と
し
か
思
は
れ
な

い
。
西
磨
紀
元
四
世
紀
の
初
葉
に
於
い
て
、
文
物
憲
章
燦
然
と
し

て
泰
4
エ
を
致
し
た
北
方
印
度
の
地
に
於
い
て
，
里
者
か
ら
王
師
と

稗
が
れ
師
事
さ
れ
て
る
る
「
羅
汰
私
婆
虚
し
は
周
時
に
佛
教
の
保
護

者
で
あ
る
。
然
も
大
乗
佛
教
の
擁
護
者
で
あ
．
つ
た
。
外
道
か
ら
佛

教
の
雪
辱
に
饗
し
て
凌
辱
を
加
へ
よ
う
と
し
て
も
、
こ
の
一
人
に

依
っ
て
大
乗
佛
教
が
安
泰
で
あ
っ
た
と
云
ふ
事
は
，
佛
教
史
上
決

し
て
温
々
に
看
過
す
可
き
事
で
は
な
い
と
患
ふ
。
著
書
が
我
が
國
、

又
は
泰
西
の
學
者
が
大
乗
彿
教
の
嚢
生
起
就
い
て
隈
々
の
論
を
な

す
に
碧
し
、
敢
へ
て
是
非
の
評
を
加
へ
る
考
へ
は
な
い
が
、
大
乗

　
　
　
　
法
顯
傳
に
於
け
ろ
二
三
の
詑
事
に
就
い
て

彿
教
に
現
は
れ
た
や
う
な
偉
大
な
る
思
想
は
阿
含
や
律
等
に
現
ば

れ
る
如
き
燕
々
子
々
の
思
想
か
ら
直
接
に
畿
擬
し
た
も
の
と
は
思

は
れ
な
い
。
必
ず
や
泰
李
の
世
に
灘
現
し
た
英
明
の
王
考
と
偉
大

な
る
誉
者
の
下
に
於
い
て
孚
ま
れ
た
畏
衆
の
中
に
出
願
九
も
の
だ

と
云
ふ
こ
と
は
疑
ひ
な
い
。

　
叉
法
顯
簿
中
に
、

　
「
法
道
義
求
戒
律
。
而
北
天
竺
諸
國
。
皆
至
適
口
強
無
本
可
爲
。

　
是
翔
遽
渉
乃
至
中
天
竺
。
於
此
摩
馬
前
俗
伽
藍
。
得
一
部
律
。

　
志
摩
詞
櫓
達
衆
律
Q
彿
寝
世
時
最
初
大
衆
所
行
也
。
中
略
亦
師

　
師
口
傅
回
書
之
於
文
字
。
中
略
叉
得
一
巻
。
方
塞
般
泥
恒
経
可

　
五
千
粥
。
し

　
法
顯
智
墨
壷
人
影
｛
、
パ
ー
タ
リ
プ
ト
う
し
で
大
泥
潭
経
と
曾
紙
律

と
の
梵
本
を
欝
て
る
る
。
成
程
泥
予
断
は
佛
浬
繋
の
事
を
遽
べ
た

も
の
で
あ
．
る
が
、
叉
他
方
で
は
王
舎
城
か
ら
｛
，
パ
…
タ
リ
プ
ト
ラ
」
・

眺
耶
離
（
＜
興
国
）
（
今
の
切
Φ
。
・
σ
・
Q
昏
∀
影
響
那
揚
羅
（
囚
毎
葛
咋

署
∀
迦
昆
羅
城
（
｝
ε
箭
・
．
塾
¢
∀
余
響
國
（
O
脅
・
の
δ
に
至
る
隊

商
の
通
酪
に
沿
う
て
存
在
す
る
名
邑
大
都
の
事
を
磁
気
繋
に
託
し

て
詠
み
込
ん
だ
節
が
な
い
で
は
な
い
。
今
日
嬉
っ
て
み
る
大
泥
潭

　
　
　
　
　
　
第
ナ
入
舞
｝
第
｝
號
　
　
．
一
五
九
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藁
囲
億
に
於
け
る
二
三
の
記
事
に
就
い
て

郷…

ﾍ
當
酵
北
方
印
度
の
大
都
會
に
し
て
，
政
治
商
業
／
5
至
文
藝
の

中
心
で
あ
っ
た
。
「
パ
…
タ
リ
プ
ト
ラ
」
の
墨
者
の
手
に
よ
っ
て
完

成
さ
れ
．
瓢
も
の
と
も
見
ら
れ
る
、
、
俗
紙
難
に
し
て
も
，
そ
の
原
書

た
る
梵
本
と
二
一
と
思
ふ
。
泥
潟
経
の
事
は
暫
く
措
き
、
維
続
騰

の
内
容
を
見
て
も
舎
利
弗
・
阿
難
等
あ
ら
ゆ
る
佛
弟
子
が
眺
耶
離

城
の
融
在
家
の
居
士
な
る
維
摩
居
士
に
敵
す
る
こ
と
が
出
來
す
し

て
燧
に
文
殊
の
智
慧
に
依
っ
て
始
め
て
佛
教
の
二
目
が
立
つ
た
と

云
ふ
や
う
な
話
か
ら
推
し
て
見
て
も
。
政
治
の
中
心
が
攣
り
経
濟

の
中
心
が
遷
る
と
、
宗
教
の
中
心
も
自
ら
盛
衰
が
あ
る
こ
と
が
判

明
す
る
、
宗
教
で
は
「
能
化
」
と
　
、
所
化
」
と
を
立
て
、
「
能
化
」

と
、
所
化
」
を
教
化
す
る
と
云
ふ
が
、
何
ぞ
知
ら
む
、
「
所
化
」
は

…，

¥
化
し
を
造
る
も
の
で
あ
る
。
又
造
ら
な
け
れ
ば
宗
教
は
滅
ん

で
し
ま
ふ
も
の
で
あ
る
、
原
始
佛
教
の
敏
典
と
云
ふ
何
含
が
果
し

て
療
始
佛
敏
の
面
影
を
徳
へ
て
居
る
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
が
、

ど
の
阿
含
を
見
て
も
文
殊
菩
薩
の
名
繭
の
な
い
こ
と
は
事
實
で
あ

る
。

　
と
に
か
く
、
當
時
は
切
餌
〔
窪
μ
㍗
α
Q
｝
さ
欝
が
菩
提
樹
の
許
か
ら
、

獅
子
島
に
渡
っ
て
、
か
の
浩
漁
…
な
注
疏
を
、
「
バ
ー
リ
」
語
即
ち
摩

　
　
　
　
　
　
黒
土
下
入
巻
　
　
策
…
號
　
　
　
一
山
ハ
○

謁
陀
語
で
著
し
た
と
云
ふ
畦
代
で
あ
っ
て
、
切
蓋
鳥
ξ
亜
6
鋸
の

像
説
は
信
識
す
る
に
足
ら
ぬ
に
し
て
も
、
摩
詳
覧
圃
の
彿
教
が
闘

際
的
に
一
大
飛
躍
を
し
た
階
代
で
、
随
っ
て
大
乗
佛
敏
の
轟
想
も

藤
を
捨
て
新
に
就
い
た
隣
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
出
來
ぬ
。

　
　
　
　
ラ

　
　
　
　
三
　
世
親
藩
薩
の
年
代
に
就
き
て

　
　
　
　
く

　
余
楚
は
か
二
，
羅
汰
私
権
迷
」
婆
羅
門
の
こ
と
を
幽
く
の
は
必
ず

し
も
…
婆
羅
門
の
名
構
の
詮
議
を
す
る
爲
で
は
な
い
っ
此
の
名
穗

は
、
ヵ
響
9
あ
く
鍵
旨
で
あ
っ
て
も
ヵ
⇔
夢
ρ
も
。
く
鍵
謡
で
あ
っ
て
も
幻
箇
争

奪
。
・
函
脚
嵐
で
あ
っ
て
も
乃
至
寄
多
器
く
9
謡
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

は
見
る
入
の
意
樂
に
妊
す
よ
り
外
は
な
い
が
、
唯
一
つ
の
動
か
す

こ
と
の
望
潮
ぬ
事
實
は
法
事
當
暁
に
於
い
て
、
北
方
印
度
の
一
大

雄
都
に
於
い
て
、
王
考
の
師
と
仰
が
れ
た
人
は
二
親
菩
薩
で
な
か

っ
た
事
で
あ
る
。

　
世
親
菩
薩
は
支
那
や
印
度
の
古
意
読
に
よ
れ
ば
く
費
鴛
縞
舞
憲

（
電
縫
王
）
の
子
鮮
萱
凶
蓄
（
幼
B
王
）
の
師
で
あ
っ
た
こ
と
は
明

か
で
あ
る
Q
叉
、
他
方
切
紐
巴
ξ
9
（
幼
礁
王
）
は
○
毬
黛
㌘
σ
q
門
も
母

王
の
子
で
あ
っ
江
と
云
ふ
言
論
が
あ
る
。
然
る
に
宇
多
黒
朝
に
は

○
鴛
島
㌣
撃
讐
ρ
王
は
第
一
世
と
第
二
世
と
の
二
人
が
あ
る
。
何
れ
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も
く
蓉
。
・
鑓
三
尊
簿
の
斎
物
を
有
し
て
腰
た
。
糧
し
颪
諦
三
藏

の
婆
藪
下
翌
法
師
傳
に
よ
る
と
、
紫
電
菩
薩
に
弟
チ
の
禮
を
執

っ
た
幼
日
王
の
父
は
阿
鍮
闘
（
ど
．
o
出
遅
）
の
秘
梅
羅
靡
阿
秩
多

（
＜
貯
・
飴
乱
漫
縦
笛
）
で
あ
っ
た
。
叉
、
玄
癸
三
二
傷
大
唐
西
域
記
巻

第
二
、
健
駄
羅
國
の
條
に
、
世
親
の
師
、
宋
籔
蜀
刺
他
（
寓
螢
欝
O
戦
簿
叶
び
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ュ
フ
ー
バ
　
ス
　
テ
イ
　
　
　
　
　
　
ヴ
イ
　
ク
ラ
ー
マ
ヂ
イ
テ
イ
γ

と
碇
時
代
の
帝
王
は
室
羅
伐
悉
底
國
の
場
詑
西
海
阿
迭
多
で
あ
っ

た
。
元
通
、
阿
笹
野
と
云
ひ
、
室
羅
伐
惚
惚
と
云
ひ
、
叉
は
兵
衛
國

と
云
ひ
、
僑
薩
羅
（
囚
。
爺
5
國
と
云
ひ
、
叉
単
磁
多
（
ω
群
①
ε
渠

は
沙
膏
と
云
ひ
沙
紙
と
云
ふ
は
、
呼
ぶ
入
々
の
音
樂
に
よ
り
、
都

邑
の
名
幕
或
ひ
は
、
篭
手
の
名
稔
を
矯
ひ
九
も
の
で
、
略
々
岡
一

の
地
方
を
指
し
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
な
ほ
、
希
綴
を
「
ヘ
ラ
ス
」

と
呼
び
、
又
「
ギ
リ
シ
ャ
」
入
と
云
ひ
叉
「
ヤ
ブ
ナ
」
と
云
ふ
が
如
き

も
の
で
あ
る
。

　
支
那
の
三
國
時
代
か
ら
西
晋
の
大
事
年
間
に
亙
り
、
魏
と
晋
と

に
臣
と
な
っ
て
居
っ
た
魚
祭
の
魏
略
に
は
、
印
度
の
事
を
記
し
て
、

　
　
　
　
　
む
　
む

天
盛
の
國
は
沙
漏
城
に
治
す
と
あ
る
。
此
は
「
サ
ー
ク
」
タ
L
郎

ち
、
法
顯
の
冴
謂
沙
羅
大
城
で
あ
っ
て
、
浩
禮
（
＜
鐵
矧
5
翻
ち

梨
腰
細
族
の
こ
と
も
述
べ
て
あ
る
が
、
魏
略
に
所
謂
天
肇
の
國
王

　
　
　
　
法
顯
傳
に
於
け
ろ
二
三
の
説
事
に
就
い
て

と
は
「
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
」
第
一
世
を
云
っ
た
も
の
か
否
や
は
知

ら
ぬ
が
、
と
に
か
く
難
険
帝
國
の
始
め
は
「
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
」

一
世
で
、
彼
は
梨
車
惟
族
（
回
じ
凶
∩
O
プ
P
〈
岡
）
の
王
女
ク
マ
ー
ラ
デ
ヴ
ィ
i

（
麟
¢
ヨ
習
鋤
ん
。
く
M
）
と
結
婚
し
て
、
藪
に
北
方
印
度
に
於
い
て
一
大

帝
國
を
建
設
し
た
。
「
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
」
一
世
は
そ
の
名
の
示

す
如
く
、
五
百
年
以
前
の
孔
雀
王
朝
の
始
禮
「
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ

タ
」
と
著
名
で
あ
る
が
、
實
に
笈
多
量
國
の
建
設
は
そ
の
古
き
印

度
文
化
の
復
興
を
理
想
と
せ
る
も
の
で
あ
る
。
沙
音
大
城
と
阿
瞼

閥
と
は
北
僑
薩
羅
國
の
二
大
三
都
で
あ
り
、
毘
耶
並
置
は
織
綾
燈

は
富
盛
惟
族
の
首
都
で
あ
る
。
又
「
サ
ー
ヶ
…
タ
し
は
北
方
の
累
世
、

「
パ
回
答
リ
プ
ト
ラ
」
即
ち
巴
蓮
弗
邑
は
「
リ
チ
ャ
ー
ヴ
ィ
ー
」
族
の

首
都
で
あ
っ
た
。
此
が
邸
ち
、
宇
多
王
朝
が
阿
矯
閥
と
巴
連
鵡
邑

と
の
爾
京
を
首
都
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
政
治
上
及
び
愈
愈
上
の

理
由
が
あ
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　
大
康
年
㎝
間
と
云
へ
ば
瀬
謄
紀
元
二
百
八
十
年
乃
至
二
百
八
十
九

年
を
指
す
か
ら
、
笈
多
建
園
の
草
創
の
時
代
を
魚
蓑
。
か
魏
略
に
於

い
て
述
べ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
笈
多
建
國
の
紀
元
が
果
し
て
西

暦
紀
元
三
百
十
九
年
乃
至
三
百
二
十
年
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
法

　
　
　
　
　
　
餓
〃
汐
入
轡
　
餓
浬
…
號
　
　
　
…
山
ハ
讐
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法
顔
傳
に
於
け
ろ
二
三
の
記
事
に
就
い
て

蕉
翁
天
の
隣
代
は
駕
に
「
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
」
二
世
の
時
代
に
當

る
。
當
時
巴
蓮
弗
邑
は
帝
都
で
あ
っ
た
こ
と
が
薙
に
王
師
融
冒
磐
話

が
贋
つ
た
こ
と
で
明
か
で
あ
る
。

　
さ
れ
ば
「
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
』
一
…
笹
は
「
シ
ュ
ラ
ヅ
ス
チ
i
」
の

超
肩
王
「
ヴ
ィ
ク
ラ
マ
ー
デ
ィ
テ
ヤ
」
で
は
な
い
。
円
蓮
弗
邑
の

「
ヴ
ィ
ク
ラ
マ
…
デ
ィ
テ
ヤ
」
は
　
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
」
一
面
…
と
云

．
勘
外
は
な
い
。
、
、
サ
！
ケ
！
タ
L
邸
至
、
シ
ェ
ラ
ゾ
ス
チ
ー
」
の
超
臼

王
と
墜
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
グ
プ
タ
L
一
世
で
あ
っ
た
と
す
る
左
、
世

親
菩
薩
は
正
に
西
暦
紀
元
第
四
世
紀
の
前
馬
に
現
れ
た
も
の
と
見

る
こ
と
が
出
撃
る
。
な
ほ
、
こ
の
黙
に
就
き
將
來
岡
學
の
士
と
共

に
研
究
し
て
み
た
い
と
臓
ふ
。

　
辱
　
恥

　
　
　
　
・
G
・

　
次
に
法
顯
は
「
パ
ー
タ
リ
プ
ト
う
し
を
繊
て
「
ガ
ン
ヂ
ス
」
河
を
下

っ
て
多
摩
梨
帝
園
（
己
ワ
飴
一
H
冒
ρ
躍
一
圃
）
に
二
ヶ
年
間
滞
在
し
た
。
こ
の
多

摩
梨
帝
は
現
今
の
…
、
タ
ム
ル
ー
ク
」
（
8
簿
彰
｝
倒
π
）
に
撮
り
、
梵
語
で

は
↓
日
暮
9
萄
識
　
と
云
っ
て
居
る
。
是
は
「
赤
く
塗
る
」
こ
と
を
意

味
し
て
地
名
と
し
て
は
側
ら
の
意
味
を
な
さ
ぬ
。
之
に
反
し
て
法

顯
の
音
課
し
た
や
う
に
日
§
餌
蓋
と
す
れ
ば
、
是
は
「
タ
ミ
ー
ル
し

　
　
　
　
　
　
姻
鮒
十
八
礁
⑳
　
餓
ザ
一
業
　
　
　
一
山
ハ
ニ

語
で
姦
割
り
」
と
云
ふ
こ
と
に
解
馬
出
象
る
。
即
ち
蓮
河
を
意
味

し
」
恰
も
大
唐
西
域
記
巻
＋
の
申
に
「
國
滋
藤
隅
水
軽
爆
會
。
」
の

文
を
彷
彿
さ
せ
、
是
な
ら
ば
如
飼
に
も
地
名
と
し
て
相
遠
し
い
。

北
方
印
度
の
東
睡
と
は
云
ひ
乍
ら
、
書
画
紀
元
後
五
世
紀
の
始
め

に
於
い
て
、
此
位
2
，
タ
ミ
ー
ル
」
系
の
玉
葉
が
残
っ
て
居
た
こ
と

は
、
如
何
に
も
驚
歎
す
可
き
事
柄
で
は
な
か
ら
う
か
。
印
度
に
於

け
る
「
ア
～
ル
ヤ
」
民
族
は
…
言
語
風
俗
を
異
に
す
る
民
族
を
征
回
す

る
に
は
、
緻
洲
の
「
ア
ー
ル
ヤ
」
人
の
東
洋
入
に
錯
す
る
襟
に
性
急

な
も
の
で
は
な
い
。
徐
々
に
し
て
寛
大
に
颪
も
包
容
的
で
あ
っ
た

と
云
ふ
こ
と
は
、
　
こ
の
一
事
を
以
て
し
て
も
解
る
と
思
・
幽
。

8
画
導
弓
跳
b
鉱
は
8
碧
乾
㌶
を
畢
寛
梵
語
の
託
略
だ
と
見
て
、
呈
を

梵
語
に
．
蓬
元
し
ょ
う
と
し
た
試
み
に
過
蓄
な
い
。
弓
欝
惹
ま
の
方

が
元
の
古
い
名
穰
で
あ
る
、

　
　
　
　
わ

　
　
　
　
α

　
吹
に
魚
膠
は
多
燦
梨
帝
に
居
る
こ
と
二
年
を
経
て
、
そ
の
地
よ

り
乗
麟
し
て
、
初
冬
に
欧
く
風
に
委
せ
て
鑑
疲
十
醐
日
の
後
師
手

島
（
今
の
錫
繭
）
に
覇
若
し
た
。
冬
の
初
め
に
於
い
て
亜
細
亜
大
陸

は
支
那
と
云
は
す
印
度
と
云
は
す
、
東
北
風
が
溶
く
の
で
あ
る
。

（　16vO　）



萎
浮
も
こ
の
風
を
瓢
か
し
て
廣
州
か
昏
蕩
航
し
て
佛
迂
に
渡
つ

九
。
夏
の
初
め
に
は
西
感
風
か
吹
く
の
で
あ
る
。

　
法
顯
は
正
に
こ
の
恒
信
風
に
乗
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
即

ち
法
顯
は
そ
の
事
を
叙
し
て
、

　
「
於
是
裁
商
人
大
義
北
海
。
西
南
行
得
冬
前
信
風
叢
夜
十
四
日

　
到
師
許
國
。
彼
國
人
云
。
相
去
可
七
百
由
延
。
し

　
叉
慈
恩
徳
第
四
、
瓶
摩
栗
底
國
の
記
事
中
、

「
是
騰
海
中
篇
伽
羅
國
。
織
豊
。
爾
虚
部
三
婆

　
解
喩
伽
論
者
。
渉
海
路
七
百
由
旬
方
可
蓬
彼
。
」

　
法
顯
の
時
代
と
玄
勢
の
畔
代
と
は
三
百
年
を
隔
て
瓦
居
る
が
そ

れ
で
も
錫
爾
と
多
摩
梨
帝
と
の
海
上
の
距
離
は
七
百
由
旬
と
云
ふ

憶
説
は
岡
一
で
あ
る
。
法
顯
の
便
乗
し
さ
、
騰
入
大
鷺
」
と
は
印
度

の
商
舶
で
あ
っ
た
か
、
論
外
國
の
商
舶
で
あ
っ
た
か
、
佛
國
記
の

文
で
は
判
明
し
な
い
が
、
既
に
由
旬
と
云
ふ
名
爾
あ
り
と
す
れ
ば
、

一．

ｶ
は
印
度
の
商
融
で
あ
っ
た
や
う
に
も
見
え
る
。
然
し
，
島
町
、

印
度
「
ア
ー
ル
ヤ
」
民
族
は
海
國
民
族
で
は
な
い
。
「
ア
ー
ル
や
し
民

族
の
立
法
者
は
外
面
に
行
く
こ
と
を
禁
じ
て
居
る
。
然
る
に
法
顯

の
彿
國
記
で
は
東
海
摩
の
多
摩
梨
帝
か
ら
出
獲
し
て
、
而
も
額
．
信

法
門
傳
に
於
け
る
二
三
の
詑
箏
に
就
い
て

風
に
粟
じ
て
溢
臨
の
業
葎
膨
む
者
が
出
監
で
み
る
。
「
タ
ミ
，
…
ル
」

語
の
地
名
の
残
っ
て
み
る
多
．
摩
梨
帝
か
ら
膓
卜
し
て
錫
蘭
島
と
大

陸
と
の
通
商
の
業
に
從
下
し
て
み
る
も
の
は
本
直
の
｛
、
ア
：
ル
ヤ
」

民
族
で
は
な
く
て
「
タ
ミ
ー
ル
」
又
は
「
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
」
民
族
か
、
然
・

ら
ざ
れ
ば
印
度
以
外
の
民
族
で
あ
っ
た
や
う
に
露
分
に
は
思
は
れ

る
。　

元
來
由
旬
と
い
ふ
語
は
梵
語
な
ら
ば
、
ビ
O
智
議
㌦
邸
ち
鍮
繕
那

で
あ
っ
て
、
語
根
）
、
且
（
牛
馬
を
車
で
繋
ぐ
意
）
か
ら
來
た
も
の
で

あ
り
、
車
に
牛
馬
を
繋
ぐ
行
爲
及
び
牛
馬
を
繋
ぎ
換
ふ
る
二
丁
の

道
程
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
唐
代
に
は
義
津
三
藏
は
是
を
「
騨
」
と
課

し
て
み
る
。
然
し
、
陸
上
に
於
い
て
は
地
理
上
、
又
は
瑠
草
叉
は
飲

料
水
の
供
給
の
都
合
上
、
必
ず
し
も
二
二
の
間
は
一
定
の
距
離
で

な
い
。
で
あ
る
か
ら
王
者
が
三
軍
を
卒
み
て
一
日
の
中
の
勲
爵
す

べ
き
路
程
で
あ
る
と
昔
時
の
入
は
定
義
を
下
し
て
み
る
が
是
れ
が

最
も
適
切
な
る
由
旬
帥
ち
鍮
維
那
の
定
義
で
あ
る
。
だ
か
ら
一
海

旬
は
畦
に
は
二
哩
傘
位
の
こ
と
も
あ
り
、
乃
至
＋
二
士
位
の
こ
と

も
あ
っ
て
，
古
來
一
由
旬
の
藪
的
様
撃
を
知
り
、
是
を
定
め
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
て
み
る
。
今
、
旭
市
傳
中
，
多
摩
梨
帝

第
ナ
蟻
巻
　
第
一
號
　
　
一
六
三

（　163　）



　
　
　
　
湊
下
下
に
於
け
る
二
三
の
学
事
に
就
い
て

と
師
子
國
と
の
間
を
「
報
薫
陸
七
百
慮
延
」
と
記
し
、
且
恒
信
風
に

依
る
航
漁
を
直
線
航
路
と
見
て
、
そ
の
礒
地
煙
の
距
離
を
七
蒼
で

為
せ
ば
、
そ
の
商
を
先
づ
一
由
旬
の
標
準
的
数
皐
に
近
い
も
の
と

見
倣
さ
る
も
け
で
あ
る
。
全
、
グ
ム
ル
ー
ク
」
と
師
子
島
の
マ

リ
ン
コ
マ
リ
」
ス
臼
鼓
8
ヨ
熱
Φ
）
と
の
最
鰹
距
離
を
　
千
三
百

哩
，
又
海
岸
線
に
没
へ
る
図
化
を
一
千
六
百
三
十
哩
と
し
て
概
算

す
れ
ば
、
先
つ
く
　
慮
旬
は
二
哩
か
ら
二
馬
屋
の
閣
の
姫
離
な

る
こ
と
が
解
る
。

　
し
か
し
、
錫
繭
と
長
禄
梨
帝
と
の
距
離
の
軍
位
は
印
度
㎜
、
ア
ー

ル
ァ
L
系
の
語
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
以
て
直
ち
に
法
顯
の

硬
諭
し
た
書
論
は
印
度
「
ア
ー
ル
ア
」
の
民
族
の
商
舶
で
あ
．
つ
た
と

噺
定
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
三
舟
比
距
人
、
波
斯
入
の
如
き
海

國
民
族
は
、
陸
上
叉
は
海
上
か
ら
印
度
と
古
く
か
ら
交
通
し
た
か

ら
、
印
壌
、
ア
ー
ル
ア
」
系
の
語
を
使
用
し
た
。
瞼
繕
那
を
波
三
叉

は
嶽
刺
比
盈
の
學
者
は
マ
斗
9
・
鐸
と
呼
ん
で
蒙
る
。

　
次
に
毘
闘
耶
王
「
ヴ
ィ
ジ
ャ
や
し
王
の
錫
聖
業
伐
と
佛
教
の
興
つ

た
時
代
が
同
時
代
な
り
と
云
ふ
こ
と
は
、
の
歴
実
的
聡
明
は
勘
來
な

か
記
し
て
も
、
閣
境
人
種
の
陵
溺
を
超
越
し
て
四
民
李
等
四
海
伺

　
　
　
　
　
　
，
第
十
入
轡
　
第
｝
號
　
　
．
ニ
ハ
脳

胞
主
義
の
思
想
を
標
榜
し
て
立
つ
た
佛
教
の
興
隆
の
疇
代
に
生
れ

九
も
の
で
な
け
れ
ば
，
到
底
海
外
の
殖
民
叉
は
通
商
の
事
業
を
趨

す
こ
と
は
患
來
な
い
も
の
と
思
ふ
。
闘
夷
の
聞
に
鷹
ら
む
と
云
っ

た
孔
子
の
十
代
な
れ
ば
こ
そ
、
支
那
で
は
海
に
循
う
て
南
瑛
邪
に

赴
か
む
と
し
た
齊
の
景
公
が
鐵
現
し
た
わ
け
で
あ
る
。
錫
．
蘭
か
ら

法
顯
が
耶
馬
瀬
に
趣
く
甜
に
岡
津
し
た
者
の
中
に
婆
羅
門
が
屠

る
〇
　
一
説
「
ア
リ
ア
ン
」
民
晶
族
、
殊
に
一
波
次
㎜
維
国
口
と
一
云
ふ
の
ワ
は
一
外
　
翻
門
に

行
く
と
云
ふ
こ
と
は
、
昔
か
ら
立
法
者
に
よ
っ
て
禁
ぜ
ら
れ
て
艦

る
。
然
る
に
立
法
者
の
法
典
の
規
定
を
犯
し
て
迄
し
て
、
婆
羅
門

“
か
、
猟
側
賑
鍔
鳴
麗
に
［
行
っ
た
と
…
云
ふ
サ
｝
と
は
㎝
、
イ
ン
ド
。
ア
；
ル
ァ
」
の

勢
力
が
絡
縫
所
謂
南
洋
諸
島
に
謝
し
て
如
何
に
ア
ー
ル
ア
文
化
の

影
響
を
受
け
て
印
度
化
さ
れ
た
か
が
解
る
が
、
是
、
盗
癖
紀
元
五

世
紀
の
初
め
に
於
て
巳
に
然
る
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
の
　
　
　
　
’

　
　
　
　
ひ

　
法
顯
は
師
子
島
か
ち
鷲
に
発
っ
て
耶
馬
提
に
向
ふ
階
、
師
子
轟

の
首
府
の
事
を
書
い
て
み
る
。
そ
の
巾
に
、

　
「
其
城
申
多
選
士
長
潜
薩
簿
質
入
。
屋
宇
徽
麗
巷
随
羽
十
。
四

　
衡
当
機
皆
作
説
法
堂
。
帰
八
臼
十
四
日
十
五
日
根
嚢
高
卑
。
磁

（　16‘1　）



　
俗
陽
衆
皆
実
聴
法
σ
」

　
こ
璽
薩
薄
」
と
云
ふ
語
を
，
「
ア
ベ
ル
・
レ
ミ
ュ
ザ
」
は
。
Q
諏
℃
ま

繭
入
と
し
て
、
是
は
恐
ら
く
鵬
繭
語
を
支
郷
語
に
音
課
し
た
も
の

だ
ら
う
と
云
っ
て
癬
る
」
叉
梵
語
㌶
穿
顎
、
巴
藁
、
巴
発
語
G
Q
舞
ぎ
，

贔
ぴ
O
、
叉
俗
語
な
ら
ば
ω
照
臨
類
浮
州
6
と
云
っ
て
農
…
る
。
叉
さ
う

す
れ
ば
、
支
那
語
の
「
薩
」
の
字
は
転
註
、
「
署
し
の
字
は
「
げ
。
樽
ど

と
云
ふ
音
を
現
し
て
み
る
故
、
丁
度
ハ
，
ω
嬰
募
～
．
夢
①
」
に
當
る
や

う
で
あ
る
と
，
こ
の
【
、
レ
ミ
ュ
ザ
」
の
麟
課
に
卜
し
て
「
ク
ラ
ブ
ロ

ー
墾
」
や
「
ラ
イ
ン
ド
レ
ス
」
な
ど
が
説
明
を
加
へ
て
薫
る
が
［
、
レ
ッ

グ
」
は
「
サ
ミ
ュ
ー
ル
・
ビ
ー
ル
」
の
説
な
り
と
云
っ
て
、
是
を

．
．
G
Q
凶
報
。
舞
鑓
2
0
夢
艮
ω
．
．
と
挿
し
て
、
「
ア
ラ
ビ
ア
」
南
部
の
地

名
「
サ
ビ
…
ア
」
（
サ
バ
）
（
O
Q
量
器
9
・
｝
今
の
く
Φ
ヨ
嘗
）
か
ら
崩
た

「
ア
ラ
ピ
ァ
」
商
入
で
あ
る
と
云
っ
て
み
る
、
是
が
O
Q
翼
冨
贔
ぎ
の

音
澤
と
す
れ
ば
、
所
謂
商
業
組
合
長
叉
は
坐
商
の
長
の
謂
で
、
支

那
で
は
燈
を
商
王
と
撫
し
て
み
る
。
諾
約
聖
書
中
「
ソ
ロ
モ
ン
」
王

の
傳
説
に
閥
係
あ
る
「
シ
エ
バ
」
の
女
王
と
は
、
「
ア
ラ
ビ
ア
」
の
奥

地
の
女
王
で
あ
っ
て
、
「
ア
フ
リ
カ
」
の
「
エ
テ
ィ
オ
ピ
ア
」
と
は
何

、
等
の
繭
係
が
な
い
。
触
、
シ
エ
漣
」
の
女
早
を
「
エ
テ
ィ
オ
ピ
ア
」
の
女

　
　
　
　
　
法
顯
傳
に
於
け
る
ヨ
ご
の
認
事
に
就
い
て

王
と
し
た
る
は
い
遙
に
後
代
の
悠
龍
で
あ
る
こ
と
は
護
難
解
漁
も

傭
悉
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
「
サ
バ
に
な
ら
ば
、
蕎
約
全
書
巾
、
ソ

ロ
モ
ン
の
傳
説
寧
．
．
O
Q
冨
冨
．
．
の
女
王
の
國
で
も
あ
り
、
古
く
か

ら
簡
業
を
悔
ん
で
航
海
に
も
從
聾
し
て
居
た
民
族
で
あ
る
か
ら
、

「
ア
ラ
ビ
ア
」
入
“
か
鮒
遡
蘭
…
に
紀
元
後
五
冊
一
紀
に
來
て
る
た
こ
と
は
あ
．

り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
然
も
「
ア
ラ
ビ
ア
」
人
の
勢
力
が
、
陸
上
に

し
ろ
、
海
土
に
し
ろ
、
印
度
以
東
に
向
っ
て
來
た
の
は
、
｝
，
ム
ハ
メ
ツ

ド
し
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
以
前
に
は
支
那
で
特
に
薩
灘

と
云
ふ
音
課
ま
で
し
て
、
殊
に
し
た
程
に
は
墜
立
つ
た
民
族
と
も

思
は
れ
な
い
と
思
ふ
。
も
し
こ
れ
が
「
サ
バ
し
の
舌
人
と
す
勲
ば
、

薩
薄
と
は
「
サ
ッ
ボ
」
と
讃
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
り
尤
も
「
薄
」
字
は

傍
年
切
膏
な
る
故
ぞ
。
「
　
と
も
云
ひ
叉
「
バ
ク
」
と
も
讃
め
る
が
、
外

に
窟
韻
の
古
地
と
し
て
「
蒲
」
と
讃
ま
し
音
「
零
」
を
保
有
し
て
み
る

か
ら
、
著
謬
の
上
で
は
一
驚
首
肯
は
繊
繋
る
。

　
然
し
青
田
商
人
と
云
ふ
古
葉
は
法
顯
に
始
つ
た
嘗
葉
で
は
な

い
。
支
那
三
二
身
代
の
末
、
奨
孫
皓
に
仕
へ
た
康
総
愈
の
煙
し
た

罷
工
讐
喩
維
雪
上
の
初
め
に
（
縮
醐
藏
経
、
暑
ノ
七
、
十
八
葉
右
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
「
覆
無
撒
世
有
一
商
事
早
立
薩
長
．
．
二
七
弛
闘
嚢
齎
貨
。
諌
止

　
　
　
　
　
　
餓
〃
十
－
入
悠
　
　
駕
～
一
石
　
　
　
一
山
ハ
五
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法
顯
傳
に
於
け
る
二
三
の
工
事
に
就
い
て

　
近
住
佛
弟
子
家
。
佛
弟
子
籔
細
作
掌
編
安
施
遜
譲
。
衆
櫓
詮
法

　
講
論
罪
編
。
善
悪
海
心
．
、
身
口
所
行
及
悶
諦
罪
常
盤
室
之
法
。

　
遠
近
買
人
煙
來
寄
細
心
解
信
樂
便
受
五
戒
。
」

　
こ
の
薩
簿
は
明
か
匹
、
通
道
導
師
軍
…
と
云
っ
て
縁
商
を
指
輝
す
る

商
隊
の
指
適
者
で
あ
る
G
然
し
忽
哩
昏
霧
警
鋤
渠
は
夢
碁
導
診
㊦
が

知
何
に
し
て
支
那
で
薩
簿
と
な
っ
た
か
、
そ
の
経
路
を
考
へ
て
見

た
い
と
思
ふ
。

　
康
魚
子
は
「
面
し
の
字
を
冠
す
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
サ
マ
ル
カ

ン
ド
入
に
違
ひ
な
い
G
師
ち
「
イ
ラ
ン
」
系
の
民
族
の
一
人
で
あ

る
。
從
っ
て
梵
語
系
の
語
が
、
「
イ
ラ
ニ
ァ
ン
」
に
な
っ
て
「
サ
ボ

i
」
又
は
「
サ
ッ
パ
ク
」
と
云
ふ
風
に
な
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
・
ら

ぬ
◎

　
約
三
四
百
年
を
隔
…
て
た
町
代
で
長
安
に
於
て
外
舌
人
の
往
所
を

臨
劃
し
て
藪
に
薩
費
府
を
置
い
て
胡
脚
の
詞
を
掌
ら
し
め
火
教
徒

を
之
に
鞭
命
し
て
み
る
。
現
に
唐
二
二
坊
城
考
の
中
、
箋
の
窟
政

坊
の
條
に
、

薔
鷹
胡
驕
離
欝
灘
轟
辮
幾
等
難
鰭
嚇
也
。
し

乏
あ
る
Q
薩
簿
は
薩
蒲
に
通
じ
、
餐
っ
て
薩
蜜
と
音
韻
上
、
さ
ま

　
　
　
　
　
　
第
十
入
巻
　
第
一
號
　
　
　
一
六
六

で
無
理
で
は
な
い
と
す
れ
ば
唐
代
の
薩
費
府
は
か
』
る
三
三
商
入

の
居
留
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
・
考
へ
ら
れ
る
。
叉
そ
の
畷
域
の
焦
民

が
拝
火
敏
徒
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
れ
ば
恐
ら
く
彼
等
は
波
斯
商
人

で
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。

　
欝
欝
斯
の
歴
典
を
警
饗
し
て
隔
る
の
に
紀
元
晶
剛
三
百
三
ナ
一
年

に
睡
山
大
王
の
爲
め
に
心
臓
人
の
云
ふ
ア
ヶ
メ
ニ
ー
ド
（
＞
o
ぎ
？

彰
①
鉱
鳥
窪
）
王
鯛
帥
ち
ハ
ッ
カ
マ
ニ
（
顕
飴
6
げ
薗
一
さ
餌
彰
籏
ノ
．
9
）
王
朝
倒
れ
、

そ
れ
か
ら
波
斯
と
印
度
と
に
亙
っ
て
、
世
は
暫
く
鵠
①
蕾
同
話
ヨ
の

光
被
す
る
累
代
と
な
っ
た
が
、
吹
い
で
印
度
で
は
孔
雀
王
朝

（
窯
習
ぞ
腎
）
が
鶴
現
し
、
波
斯
の
方
で
は
紀
元
前
二
百
四
十
八
年
，

そ
の
東
に
希
恋
人
の
云
ふ
ア
ル
サ
ク
ス
（
〉
月
給
O
陶
狸
爺
｝
鎌
5
王

朝
，
支
那
で
云
ふ
安
息
王
朝
が
興
趨
し
六
。

　
こ
の
王
朝
は
五
欝
年
の
後
、
紀
元
後
ご
颪
二
十
六
年
、
邸
ち
束

漢
の
宋
、
烈
國
の
初
め
に
代
っ
て
ア
ル
ダ
シ
…
ル
（
〉
巳
①
警
層
）
が

三
蔵
誹
脈
夢
（
梵
語
に
て
現
せ
ば
囚
鷲
三
｝
鰍
犠
3
滅
磁
簗
臨
k
塑
×
帥
ち

触，

ﾁ
潜
の
王
し
の
意
）
の
波
斯
幽
王
の
総
號
を
得
て
薩
珊
王
朝
の
基

を
開
き
、
こ
の
王
靭
は
紀
元
後
六
蕎
四
十
一
年
、
唐
太
宗
貞
観
十

五
年
「
サ
ラ
セ
ン
」
人
の
儒
《
滅
さ
れ
る
麹
約
鴎
百
年
閣
乏
い
喪
。
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以
上
は
既
に
世
人
の
周
知
す
る
所
で
あ
る
。
唯
淫
激
す
硬
き
こ
と

は
こ
の
薩
珊
王
朝
の
興
趨
は
波
斯
人
の
國
糧
的
諸
勢
力
の
回
復

と
，
そ
れ
と
岡
酵
に
、
そ
の
豫
「
ア
ケ
メ
ニ
ー
ド
」
王
朝
に
榮
え
た

光
輝
あ
る
宗
教
た
る
逸
球
（
】
象
諺
の
復
興
を
意
味
す
る
σ
薩
珊
王

朝
の
下
組
「
ア
ル
ダ
シ
ー
ル
し
及
び
そ
の
子
た
る
英
主
｛
、
シ
ャ
ブ
～

ル
」
一
世
（
サ
ポ
ー
ル
）
（
詮
訂
）
謬
鈎
。
，
竃
。
騰
）
は
「
ア
ル
メ
ニ
こ

を
領
有
し
九
酵
，
寝
來
の
「
イ
ラ
ン
し
の
神
嫁
を
慶
棄
せ
し
め
、
そ

の
本
堂
を
聖
火
の
豆
殿
に
代
へ
た
。
か
く
の
如
く
庶
教
は
帝
匿
の

保
護
を
受
け
て
幽
教
と
な
り
大
い
に
耀
え
た
の
で
あ
る
。
故
に
昂

騰
に
長
安
に
在
留
し
た
波
西
入
が
そ
の
蘇
教
の
綱
堂
を
中
心
と
し

て
在
留
し
た
こ
と
は
尤
な
こ
と
で
、
當
時
の
陸
上
通
商
に
波
二
人

が
大
い
に
活
動
し
て
み
た
こ
と
が
容
易
に
解
る
。
躍
に
陸
上
通
簡

の
み
で
な
い
。
波
斯
人
が
「
ア
ラ
ビ
ア
」
人
東
漸
以
前
の
東
洋
印
度

港
海
の
蓮
商
貿
易
に
飛
躍
し
て
み
た
時
代
は
、
種
々
の
瓢
に
於
て

鯨
程
古
く
乱
臣
る
こ
と
が
禺
來
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
る
る
か
ら
、
法

顯
の
云
ふ
薩
薄
商
人
も
、
恐
ら
く
波
斯
商
人
で
あ
っ
て
，
　
「
サ
ミ

ェ
…
ル
。
ビ
ー
ル
し
や
「
レ
ッ
グ
」
の
云
ふ
や
・
）
な
、
「
サ
バ
」
人
や
「
ア

ラ
ビ
ア
」
入
で
は
な
く
，
又
軍
な
る
商
品
を
指
す
ω
馴
瓢
訂
く
聾
9
で

　
　
　
　
重
氏
傳
に
於
け
ろ
二
三
の
記
事
に
撹
い
て

は
な
く
，
印
度
入
に
非
ざ
る
商
人
の
階
級
を
指
し
て
み
る
も
の
に

違
ひ
な
い
。

　
義
軍
が
廣
府
か
ら
南
海
を
纒
て
二
戸
邸
ち
南
洋
の
（
妬
童
6
蟹

に
渡
っ
た
時
に
も
、
前
期
の
舶
圭
と
岡
卜
し
た
記
事
が
あ
る
。
非

．
常
な
名
丈
だ
か
ら
、
繁
を
厭
は
す
こ
・
に
引
用
し
て
讃
者
と
樂
を

眺
、
こ
し
こ
・
。

　
　
　
4
1
疑

　
m
ン
ー
冒

　
　
「
予
厳
威
亨
三
年
坐
夏
揚
馬
◎
初
秋
忽
遇
聾
州
使
君
漏
孝
詮
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
随
至
廣
府
。
年
波
斯
舶
杢
期
會
南
行
。
申
略
。
至
＋
一
月
。
燧

　
乃
面
翼
紛
背
番
禺
。
指
鹿
園
而
邊
想
。
整
鶴
峯
桁
太
息
。
予
階

　
廣
莫
狂
騰
。
向
朱
方
蒲
百
丈
髪
桂
。
離
箕
創
笛
。
棄
玄
朔
而
五

　
皇
軍
飛
。
長
裁
洪
漠
。
、
似
出
之
陰
乾
海
。
斜
麺
蕉
蟹
。
如
雲
之

　
浪
部
門
。
未
隔
爾
旬
果
之
佛
懸
。
」
（
大
唐
薦
域
求
法
高
総
傳
）

　
浩
顯
が
「
タ
ム
ル
ー
ク
」
か
ら
錫
蘭
に
渡
っ
た
便
醗
も
恐
ら
く
波

二
三
に
よ
っ
た
も
の
と
も
患
は
れ
る
。
元
來
、
法
顯
傳
中
印
度
に

於
け
る
地
名
を
見
る
の
に
波
三
園
一
音
の
多
い
の
は
適
、
法
顯
の

印
度
に
於
け
る
陶
行
者
、
父
は
案
内
者
が
印
度
人
で
な
く
て
、
寧

ろ
波
斯
様
で
は
な
か
っ
た
か
と
自
分
に
は
思
は
れ
，
同
時
に
波
斯

入
の
勢
力
が
如
何
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
伺
は
れ
る
。
こ

の
事
に
就
て
は
他
日
更
め
て
識
者
の
意
見
を
問
ひ
た
い
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
毬
　
第
一
擁
　
　
一
六
七
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